
危機管理室
平成25年9 月 1 2 日

地揚訓練〈避灘所週曽割線〉実施のお願い

各町・自治会の皆さまには、日頃から地域の防災活動を実施し、本区の防災

力向上にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

江戸川区では、このたびの地域防災計画の見直しに伴い、災害時に被災され

た方々の避難所の整備を行ってまいります。

そこで、地域の皆さまには、積極的に訓練を実施していただき、いざという

ときの対応力を身に付けていただきたいと考えています。

すでに地域において防災訓練等を実施されている町・自治会につきましては、

より一層の連携体制の強化に努めていただき、また、これまで実施されていな

い町・自治会におかれましては、これを機に、円滑な避難所運営のための訓練

を学校や区と一緒に実施していただくようお願いします。

・避難所運営訓練へのお問合せ・ご相談は

危機管理室防災危機管理課防災係

5662-2129 （直通）

または、各地域サービス係、お近くの小・中学校へご相談ください。

主な訓練内容（例〉

O 遺館所温曽訓練

避難所開設後の担当（活動班）を決めておき、実地訓練の中でそれぞれ

の役割について確認し、各活動班同士の連携を深める訓練。

0 選箆所週曽ゲーム（HUG 割線〉

避難所で起こり得る肉容を机上でカードを使用し疑似体験してもらい、

実際の避難所のイメージを共有したり、問題点を発見する訓練。

0 遥雌所施霞の現地砲.

避難所に分散配備されている備蓄物品の場所や種類、受水槽の設置場

所、非常用電話機などの確認を行う訓練。

など



危機管理室
平成25 年 9 月 12 日

避難所運営訓練の進め方について

・避難所の開設から運営までのイメージ

避鍵所の閲霞（発災後、栂ね6時間経過以降を想定）
※開庁時間は小・中学校の教職員
閉庁時間は「特別非常配備態勢Jで指示された職員

地域住民が選灘所ヘ選雌
①教職員または区職員は、避難者を誘導
②職員は地域住民の代表者（町・自治会役員等）と協力
して避難所の運営を行う。

避健所の運営
①避難者の把握（避難者名簿の整備）
②避難所ルールの確認、及び避難者への周知
③区災害対策本部との連絡調整等
※特別非常配備態勢時において、区職員は学校職員
の参集を確認して引継終了後、本部指令により「非
常配備態勢J に移行する。



危機管理室
平成 25 年 9 月 12 日

避難場所の追加等について

・避難場所一覧

新小岩公園・平井大橋地区
避難有効面積：154,562nf 

船堀一丁目住宅一帯
避難有効面積：66,648nf

都立葛西工業高校・西瑞江住宅一帯
避難有効面積：49,118nf
一郎追加：ひだまり公園 3,91Brrl 

行船公園・字喜田住宅一帯
避難有効面積：59,973nf

江戸川南部一帯
避難有効面積： l,659,015nf

篠崎公園・江戸川緑地一帯
避難有効面積： 727,028nf



I，避難所の開設・運営にあたって

I 1 基本原則その 1 - 避難所に関する考え方 一 | 

韓欝轟麟鶴罷鶴警護 。住居が被害を受け、居住の場を失った方

。ライフラインの被害により、日常生活が困難な方

。避難勧告等により、緊急避難の必要がある方 など
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避難所として使用する施設は、本来別の用途があります。避難者の受け入れは

一時的なものであり、「自宅へ戻ることができる方」や「仮設住宅などへ入居が

決まった方」には退所を促し、施設本来の用途の回復を目指します。
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避難所での支援には限界があるため、避難者の「必要最低限の生活J のために

必要なことから優先して対応します。

できる限り普段の生活との落差を少なくするよう「配慮J は行います。

【・プライパシーへの配慮 ・高齢者、障害者、女性などへの配慮1



し避難所の開設・運営にあたって
曹盟国軍司血

12£蒜長瓦7二~扇舎の施設と役割 ー 一一」

〈〉発災直後から避難できる施設

〈〉開設は、教職員または避難所開設指定職員が担当

〈〉運営は、避難者による自主運営を基本とする

。教職員及び避難所開設指定職員は、運営のサポートと本部との連絡調整

。 「被災者支援拠点』として、避難所周辺の在宅被災者を含む被災者に対し、

情報の提供や救援物資の配給を行う（避難所のみ）

。避難所が使用不可や収容可能人数を超えた場合に開設（避難所を補完）

。開設は、施設職員または避難所グループ担当校の職員が担当

〈〉運営は、避難所に準ずるが、避難所担当班を設置し対応

。施設職員等は、施設管理と避難所グループ担当校との連絡調整

。この施設では、情報の提供や救援物資の配給は行われない1遊撃置のみ）

〈〉自主的に自宅や公園等にテントを張るなどして暮らしている状況

。区からの支援を最寄りの避難所（登録した）へ自ら受け取りに行く

〈〉この施設の居住者は、自らが避難所へ登録を行う



I 合連曹にあたって
‘- ，－一』.」 ，

13 基本原則その 3 一 避難所運営のかたち 一 | 

連絡調整要員

（教職員〉
（避難所開盤、
指定職員） ’

選擁所運営協議会ご組織国〈倒）

選 雌所
［避鍵所運営協脂会］



D. 選雄所の開設
醐蹴桜町一一輔副問問嗣問視怒鳴掛細菌幽圃幽雌幽鍾臨掘臨舗醐蹴鞠醐醐圏瞳醐臨車窓盟踊醐誕幽脳蜘描臨時議盟瞳摺暗闇圃掴園田醐醐臨掛橋時欄園田拙臨海醐醐掴

｜開設フロー図｜


